生存権：福田徳三・左右田喜一郎
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左右田喜一郎「経済政策の帰趣」（大正四年、社会政策学会第九回大会講演）『経済哲学の諸問題』：「此の場合に近来最も進歩したる社会政策の論者が説く所の所謂生存権と言うものを以って――我国に於ては近時福田博士が盛んに唱道せられて居ります――社会政策のSollenとしての内容を説くものと解釈し得るとすれば明かに此の先天的条件に内容的制約を許さんとするものであって、私は反対せざるを得ない」。

「三　生存権概論」

「生存権の理論は、労働権・労働全収権の理論と共に社会政策並に社会主義上の三大理論と認む可きものにして、アントン・メンガーの説によれば、此の三権は所謂社会権にして、現今の私法にて理解する意味と異なる意味に於て人類社会の根本的権利『グルンド・レヒテ』と看做す可きものなりと云う。而して此の三大権を系統的学術的に研究し、社会思想発達史上に於ける其の本義を闡明したるは、実にアントン・メンガー其の人なりとす。然れども此の理論及び思想は、決してメンガーの創案にかかるものにあらず、既に久しき前より或は明瞭に或は漠然と唱道せられ来りしものして、凡そ一切の社会思想の発達は、此の三権を出立点とし之を観察するにあらざれば、其の実相を得難きものなりと云うも大過なし。唯経済学・経済史の慣例に於ては社会思想を見るに、常に救済法若しくは反対論の立場よりするが故に、表面上の考察に詳しくて其の根底に横る思潮の大勢に疎なるの感あり。アントン・メンガーの如く法理哲学の根拠の上に立ちて全体を達観する人にありて、始めて系統ある研究に着手するを得たり。」(149-150)

「救貧の制度・孤児保育・老廃救護の設備並に各種の社会保険の制度……此等の施設の漸く盛となるや、茲に生存権の理論は学理上の要求として起らんとしつつあり。近く英国の養老年金制度定るや、学者深遠透徹の研究に潜心する者にありては、之を以て社会権の思想漸く起るの徴となせる者あり、……是れやがて最も進歩せる思想を道破せるものにして、予は全然論者の説を敬仰するものなり。近来シドニー・ウェッブ夫妻が唱道する『国民最低限の説』Principle of national minimumも、亦根底に於て其帰著を一にするものと云う可し。……
　之を要するに労働に其産物を十分に且つ正当に認む可しとの主張は、労働全収権の理論を生じ、欲望に十分且合理的なる充足を確保す可しとの要求は、生存権の理論を起こせり。而して其の過渡的産物として、先づ国民の各員に労働することを得さしめよとの要求は労働権の理論を生じたるものなり。而して今日迄は社会政策と法理学は唯羅馬法的思想にのみ囚はれて其の研究を怠りたるが為め、此等三理論は専ら社会主義の理論に於て発達し来りたりと雖も、現存の私法制度の根底に接触する事なくして、少くも生存権の理論は立て得可きものなるを、始めて有力に主張すたるは、実にアントン・メンガー其人なりとす。」(158-159)

「近世国家は生産消費の自由を原則として認む、換言すれば、国民は生存の全責任を自ら担うものと看做さる。封建時代にあっては、君侯は其の臣下の身命と忠節を担保として其の生存を保障し、都市にありては『ギルド』の制度は其の部員に営業の保障を与えたり。近世国家の営業自由の原則は根底より此の保障を覆へし、各人は生存の危険を一身に担うこととせり。近世国家の主として保護する所は財産と身体の安全なりと雖も、此の財産を獲得するに就いては何の保護も保障も提供せず、又身体の安全を図るは他人の侵害に対してのみ実行せられ、抑身体の維持を図る可き方法に就いては何の保障も与へず。他人が暴力を以て之を侵害するは之を禦ぐも、飢餓が其の絶大の力を以て之を脅かすに対しては之を防ぐの道を設けざるなり。一言を以て之を言へば、近世国家の与ふる保護保障は既に存するものに限り、まさに生ぜんとするものに及ばず。我れに身体あり我れに財産あり、財産の所得を以て能く我身体を養ふ事を得、然る場合には国家は其一切の法制を以て、此財産と此身体とが他人によりて侵さるる事なき懇篤なる保護を与ふ。其反対に我れに財産なく従て我身体を支ふるに足る資料を欠く時は、我れ飢餓のために倒るるも国家の当然干渉する所にあらず。されば国家の保護は既に財産の存する所に就いて財産と其の報酬を目的とするのみ、労働と其の産物との関係も欲望と其充足との関係も共に、国家の職分に於ては没交渉たるものとす。即ち保護の目的は所詮は財産のみ、財産なき身体の保護安全とは空虚の口実のみ。今生存権の理論的根拠は此空虚を充さんと欲するに存す。之を経済上より見れば、財産に対する報酬を以て分配の根本原則とせず、欲望の充足を以て分配の根本原則とせんとするに在り。此の意味に於て生存権の理論を建設したるは、英国の学者ウィリアム・ゴドウィンを嚆矢とす可し。」(159-160)

「実際上に於ては生存権は古より一部の施設により認められ行はれつつあり。何ぞや、救貧制度即ち是なり。但し救貧制度を支ふる理論は、今日迄は博愛慈善の思想にして社会権の理論には非ざりき。唯実際に於て国家、地方団体は一の義務として之を怠らざりしの実あるを否定す可からず。然るに十九世紀に入りて社会政策の実行普及するや、各種の事項に就いて生存権の実際的施設拡張するに至れり。さて国中先づ第一に生存権の要求をするものは幼児なり。……幼者に次で考ふ可きは老年者・病廃者・不具者是なり。近世の社会政策は此の点に於て非常の進歩を示せり。……養老年金……各種社会保険……工場法……工場以外の労働者は工場法の恩恵に与らず。」(164-165)

「四　生存権の社会政策」

「或は窮余社会主義に赴きて其哲学だけを借用せんとするものあり、是は更に大なる矛盾なり。革命を認承し社会を作られたるものと見るものの哲学は、社会は自ら成るものにして、人の任意に作り直す能はざることを根本信条とする社会政策の哲学たり得ざるは始めより明々白々たり。社会政策の哲学は革命の哲学たる可からざることは現状順応の哲学可からざると同じ。社会政策自家の哲学は改良の哲学ならざる可からず。改良の哲学は未だ存せず、乃ち社会政策は自ら新たに自家の哲学を打立つるを要するなり。」(177)

「伝来の哲学は因果理法のみを認むるものあり、文化価値の法則を共認するものもあり、前者は措いて論ぜず、後者も亦貴族的産物当然の見地よりして、其認むる文化価値を現在権力関係の立場に於て求めんとす。例えば経済上に於て資本主義の現状より打算して、資本を以て文化価値と認む可しと云ふ（アルトマン）或は貨幣経済の現経済組織に順応して、貨幣を以て文化価値と認む可しと云ふ（左右田博士）。故に此種の見地よりすれば、社会権を以て文化価値と認む可しと云ふがごときは、非認識論的の甚しきものたらざるを得ず（左右田博士説）。予は此見地を評論せん念慮は寸毫も有せず、何となれば現在の権力関係は彼にありては『ア・プリオリ』たり、予に取りては『ア・ポステリオリ』たればなり。

　論者或は謂らく生存は自然事実なり、文化的生物たる人間の生存なるが故に、自然事実以外なり非論理的なり、非認識論的なり。自然事実たる人間の生存は、たとひ社会に対する一の権利たりとも一の自然事実なり、生れたる人が生存せんと欲するは因果事実のみ、文化事実にあらず。之を文化価値と認むと云ふは草木の成育を文化価値と認むと云ふに均し。論理は断じて此背理を容れずと。予は論者の口吻を藉りて反問せん、人が生殖の欲は自然事実なり、されば生殖の欲たとひ社会に於ける婚姻の制度なりと現はるるとも、依然として一の自然事実なるかと。」(178-179)

「労働権も労働全収権も共に一の過渡的産物たり、畢竟生存権に至る可きMittel zum Zweckたり。両者共に単に労働するもののみに就ての主張なり、労働せざるもの労働し能はざるもの、労働を欲せざるものとは全然没交渉なり、従て社会の全員を対象とする社会政策の根拠とならず、畢竟一の階級主張たるに止まる。…….若し社会権が社会政策の基礎たる可べきならば其は生存権ならざる可からず。然れども予の生存権の主張は此点より立つるにあらず、改良の哲学としては労働権も労働全収権も共に之れを認承す可きにあらず、独り生存権のみ改良の哲学を与う可きが故なり。何となれば、労働権の認承は社会の改良のみを以てしては到底之を為すこと能はず……労働全収権亦然り……
　之に反し生存権の認承は社会の権力関係の如何なる物たるを問はず、其成立と共に一部分は存せり。家族共産体然り、封建制度然り、扶養の権利然り、貧民法然り、現行家族制度然り。決して現存の権力関係と終始するにあらず、又た之を左右せんと欲するものにあらず、之れと無関係に自ら一の根本要求として立つものなり。即ち如何なる権力関係にも順応し得可く、如何なる権力関係に対しても其要求に基く改良を促し得るものたり。社会の作り直しを要せず、単に改良を加へて足るものなり。自由意思の要求の如き不可能事にあらず、人が人として生存することの当然の可能事なり。凡百の改良に最高判定者として一貫の理論を与ふるものなり。」(181-183)

左右田喜一郎「価値哲学より観たる生存権論」（大正七年）

『左右田喜一郎全集 巻第三』（岩波書店、昭和五年）

「徒らに各種現象の社会化を説いて個人を無視するものは到底個人人格の滅却に終らざれば止まぬ。」(548)

「経済政策乃至社会政策の帰趣を生存権の認承に求むべしとするの論を顧みて見たい。

　生存権とは所謂経済上の三大基礎権（労働権、労働全収権、生存権）の一であって十九世紀以降の社会学説が産むだ特殊の要求を意味する権利である。凡そ人の此の世に生を享くるや何人も自らの生存を念とせざるものあらざるはない。幼となく壮となく老となく、男となく女となく、意識的に又は無意識的に生存を第一欲望として要求せざるはない。生存権は此要求に対して社会的に権利としての認承を求めんとするものである。生存の欲望は古往今来不変なるべきである。殊に近世に至って其の要求の大なるものあるを致す所以は、物質上の意義に於ては十八世紀末以降経済組織乃至社会組織の変革により啻に生理的に生存を危ふせしめらるる多数の社会的弱者あるに止まらず、生理的生存を全ふせるものも其の各々の文化状態に適応せる生存状態を保つこと能はざるものの多くを生じたるに、他方には思想上に於て個人主義、平等主義の確立より延いて此等の弱者をも成員とする社会文化の進展が意識的なる此等民衆の努力によりて生成せらるる所以を明にせられたるが為に自ら之に参加して其の結果を共に享受せんとする強き生存欲を感ずるが為なり。」(556-557)

「社会生活に於ける一個の要求が社会として国家として之を権利として認むべしとするは(1)、其自身に於て何物も矛盾する所あらず、恐くは凡ての権利皆其の根拠は茲に在る。若夫此の如き社会生活上の権利を享くるものは其の社会生活に対して貢献する所あるによって之を与へらるべしとする所謂報酬主義が社会権認承に対して其の理論的根拠を与ふる所以に非ずとせらるるも(2)、亦近世社会生活の解釈に照して矛盾する所はない。社会が其の構成分子たる各員の存在を完からしむるは即ち社会の目的の一部なりとするの見地から何人も認容せざるべからざるsolidarite socialeに於て如何なる人の富も、技術も、才能も、労働も社会の為に利用せられざるべからざる義務を有するが故に、茲に社会に対して当然権利を生じ、此の権利行使の可能なる為に各人の生存は其の社会の内にあって先づ権利として確保せられざるべからずとするは社会生活の目的より見て寧ろ事理当然である。即ち社会の各員に対して生存権を与ふることが現存法律上の権利思想と矛盾することなきや、現存社会生活の解釈に背反する所なきを得るやは吾等には問題とはならない。此の点に於ては一国政府の財政が許す以上は其の国民の生存権を認めて之に物質的要求を充たさしむるに何人と雖も何等の異議あるべき筈がない。所謂「法律の社会化」としての一現象として当然見ざるべからざる権利の設定である(3)。」(557-558)
(1)福田徳三「社会問題及社会政策概論」（経済学研究前編第一〇四一頁以下）、「生存権概論」（経済学研究後編、続経済学研究第四八二頁以下）、「生存権の社会政策」（改訂経済学考証第一四五頁以下）、「穂積博士の隠居論を読む」（同上第九二頁以下）

(2)穂積陳重「隠居論」第六九一頁以下参照

(3)牧野英一「法律の社会化」（現代の文化と法律第一頁以下）、穂積陳重「法理学大綱」第一八〇頁以下、「法律上の権利に就いて」（哲学雑誌第三八五号所載）参照

「之に反して茲に吾等が考究を要すべしとする問題は生存権を与ふる理論上の根拠は社会組織の必要てふ純粋に経験的事項以外何物か社会哲学上の基礎を有せざるか否かに関して而して其の当否如何に係はる。」(559)

「若其の生存権を認むるの論拠が単純に社会組織の必要と云ふ経験的理由に過ぎぬとすれば其の組織の如何によって左右改変せらるべきこと、恰も吾人が雨天には傘と足駄を用い晴天には之を棄てて草履を用ふると一班なるが如きものとなるに至る。」(559)

「生存権の認承によりて物質上の利益を享くべきものは社会上の弱者である。併しながら此の社会上の弱者を保護して生存を完ふせしむるは寧ろ社会組織の必要と云ふことには背くものであって、単純に之によって生存権は説明し得らるべくもない。」(560)

「社会上の弱者を包含する社会を強者と共に其の在るが儘に自然的に存続せしむることを以て社会の目的の一部を遂行するものなりとするは、其の現在の状態を出来得る丈維持し且自然的経過によって将来、否、次の瞬間に於ても最早変化したる状態、之を換言すれば一度発生したる自然状態は悉く人為を以て能ふ限り変化せざらしめんとする努力が正当なりとの論拠を是認することとなりて、単純に現存社会組織に順応すると云ふ経験的事由のみを以て生存権の論拠とするものに非ずと云ふことを示して余りあるものである。換言すれば此の場合に於ける生存権の論拠は一種の自然主義を真なりとし、可なりとするものに移り行きて簡単に社会組織の必要と云ふ如き一経験的事由の天地に跼蹐することを得ざるを明示して居るものである。即ち茲処にも亦単純なる経験主義は論理上立ち得ない。」(560-561)

「一度発生したる社会成員の現在状態は出来得べくんば之を永久に保たんとするは他方に其の説の当否は兎まれ角まれ優種学(Eugenics)の如く其の成員の素質を改良するを以て社会組織の目的により善く合致するものなりとする思想とは相容れぬ。一度発生したる自然状態を変化せざらしめんとする一種の自然主義的努力あるが為に、却って他方に所謂自然淘汰の人口法則を不変の鉄則として遵奉せんとする同様なる自然主義的思想に背反するを以て「理論上に於て両立するを得ず」「之を打破すべき論拠を見出す能はず」とする如き自縄自縛の内面的論理上の矛盾に苦しむるに至るのである(4)。共に根本に於て自然即価値なりとする誤れる経験主義、心理主義、実証主義、自然主義的論理の権限超越を敢てするが為である。是一方に於て自然法則の凡ては経験内容に対して先天的範疇が与えられて生成せられたる主観の認識成果なることを忘れ、他方に社会生活の目的は自然主義に反して目的論的意匠的に当為として吾等に課せられ(aufgegeben)たるものなることを顧みざるに出づ。……マルサス人口法則は余が他の機会に於て述べたる如く、内容極めて確立せざる一個の所謂経験法則に過ぎずと云ふことを示すのみである。反之理論上に於ては所謂人口法則と生存権の認承とは優に両立し得べきものである。」(561-562)

(4)福田徳三「穂積博士の隠居論を読む」、「人口法則と生存権」、「マルサス人口論出版当時の反対論者特に生存権論者」

「生存権論は此の如くして社会組織の必要上により臨機応変的に生れ出づべきものでなく又社会組織の根本目的に対するものとしては意匠的に産れ出でたるものでもない。而かも他方上述の如く誤まれる自然主義に基礎を有し得ざることも明かである。」(563)

「経済上社会上機会均等主義を称えて生れながらにして有する各種階級に於ける特権を破らんとしたるは平等主義を事実として信奉するに非ずんば無意義である。何となれば事実上万人平等なりとするに非ずんば機会を与ふること均等なりとするも、其の結果は直に不権衡を来すこと明白なる状態を如何にして無視するを得るかは解し得べからざることに属するからである。今日に於ても各種の運動に於て先づ機会均等を説くは世を欺き人を欺く一個の仮面に過ぎぬ。」(563-564)

「メンガーの主張する如く生存権を導入する社会に於ては其の成員は全部挙つて一様に行政当局の命ずる所に従つて労働義務を有すべしとするが故にGoethe近松の時を奪って之を工場の労働に充てしむるに刑罰を以て臨むこともあるべく……此の如くんば生存権は万人に其の生存の確保を与ふべしとする美名の下に万人を駆って悪平等ならしめんとするものである、人格の独立を滅却せんとするものである。」(565)

「文化の帰趣に顧みて余は生存権の哲学的根拠を自然主義に於けると同じく亦平等主義に於ても之を見出すに苦しむ。

　生存権論が価値哲学上人格主義の見地より見て其の妥当を主張し得るは此の如くして左の一点に止まる。

　凡そ一個の文化価値が経験的生活範囲に於ける当為として見られ、凡ての人格は此の価値の実現に向つての過程に於ける価値生活の主体として解せらるべしと云ふならば、其の人格の生理的生存は先づ第一義として確保せられざるべからずといふは云ふ迄もなきことである。」(567-568)

「生存権は価値生活の根基を社会的に且事実的に与ふると云ふ意義と範囲とに於てのみ是認せらるべきものと謂はざるを得ない。」(568-569)

「生存権は此くして如何なる意義に於ても文化価値其自身ではあり得ない。生存権は文化価値の実現に対して社会的に且事実的に最低根基を与ふると云ふ範囲及び意義に於て初めて言葉の意味すらがある。反之文化価値は形式として、規範として、当為として経験内容たる各生活範囲の問題を示す一個のIdeeである。……其の実行に於て此の如き根基すら現今の社会に於て未だ置かるることなきは吾等をして唯々痛嘆に堪へざらしむるものあるのみ。此の意義に於て生存権論者の努力は吾等の多大なる尊敬と感謝とに値するものなりと云はざるを得ない。此の如き社会権の一日も早く世に一般的に認めらるるを希ふは人道の見地よりして当然の要求である。而かも之が一般的に行はるることの為に其の結果誤まれる自然主義より延いて自由人格の完成を阻害する如き悪平等主義に陥るに至るべきことに向つて力強き反抗の声を放たんとするは、価値哲学の見地よりして避くべからざる論理上の権利なりと信ずる。」(573-574)

福田徳三『厚生経済』（講談社学術文庫、昭和55年）

「Ⅰ　労働経済論」（明治三十二年）

「Ⅱ　価格闘争より厚生闘争へ」（大正十一年）

「Ⅲ　復興経済の厚生的意義」（大正十三年）

「Ⅳ　余剰の生産・交換・分配」（昭和五年）

「Ⅴ　失業の必然・不必然と失業対策の可能・不可能」（昭和五年）

Ⅱ
「経済学の学派にさまざまあり、その系統に数々あれども、今日現在われわれの到達しえたる立場から見れば、そのいっさいを通じて、二大分派を画することができる。一は価格の経済学(price economics)で、二は厚生経済学(welfare economics)である。……すべての社会主義経済学も決して厚生の経済学に属せず、その系統的地位の上から見れば、依然として価格経済学の範囲を脱しておらぬのである。なかんずくカール・マルクスK. Marxの『資本論』は、系統的には全然価格経済学に属するものである。……「労働全収権」の主張者は、いずれもみな価格経済学の埒外に出るものではないと断言すべきである。労働者をしてその所産の価格を全部収得せしめよ、資本家企業主等をしてその価格の大なる、または小なる部分を奪掠せしむべからずというは、法理上の要求としても、価格経済の上に立脚するものであるが、経済理論としては、純然たる価格経済的要求を主張するものである。したがってこの要求に基づく闘争は価格闘争である。」(31-32)
アントン・メンガー『全労働収益権史論』（森戸辰男訳）

「社会法律の立場から見れば、右三者〔労働全収権・労働権・生存権〕を同一列に置いて、これを三個の経済基本権とみなすことは、無論失当ではないが、経済生活の理論的考察の立場から見ると、三者を同様に価格闘争の論拠たるごとく取扱って、厚生の闘争(Wohlfahrtskampf; welfare struggle)としての側面を考えなかったことは、そのなかに一つの大なる欠陥を伏在するといわねばならぬ。これ、私がメンガーについて学ぶ十数年にして、ようやくに感得した一事である。」(33)
「ひとりその出立点がそこにないのみならず、その道行きとしても、その経過段階においても、生存権の認承は価格収得の認承をまつものではない。それあるも妨げず、それなきもまた妨げず、超然としてそれ以外またはそれ以上に立つものである。」(35)
「価格経済学からの解放をいちじるしく妨害したのは、経済学の通説において重要なる地位を保つ利用utility（わが邦多くの学者は効用という）なる語である。

　経済的厚生は貨幣秤量を許すかぎりの満足と不満足に関連するものであるけれども、その関係は決して直接のものではないのである。両者のあいだには欲望と嫌悪とが介在しておるのである。……提供せらるる一つの価格は、正当なる意味における利用とは直接に関連するものでなく……いま仮に「オフェリミタ」〔パレートophelimita〕「ウォンタビリテー」〔wantability〕または「デザイアドネス」〔ピグーdesiredness〕を「要用」と邦訳するならば、価格が測るところはこの「要用」であって、「利用」ではないのである。」(44-45)
「厚生の理論は、オーストリア派の限界利用説においていちじるしき刺激を受けたことは、言をまたざるところである。またいわゆる主観学派、倫理学派の援助を受くる尠少ならざることも、これを認めざるを得ない。さりながら今日までの限界利用説や主観学説――リーフマンもこのなかに含む――は、そのいわゆる「利用」や「収益」（リーフマンのErtrag）やの観念を、「要用」と厳密に区別せざるがために、厚生学の構成に貢献すること充分なるを得ないのである。したがってその「利用」「収益」と、貨幣秤量または価格との関係について、はなはだ曖昧な立場に立っている。その絶好の代表者はアルフレッド・マーシャルである。……この曖昧を撤去することは、確かに厚生経済学建設に向かっての一大準備事業である。厚生経済学をもって題名とするピグーの最新著Economics of Welfare, 1920.は、若干この準備事業に向かって着手はしているが、彼はどこまでも「国民分配分」(national dividend)の旧套を脱しえないため、流通理論に寄与するところがきわめて少なく、国民分配分の大きさをもってやがて厚生の度合と終始するものなりとする常識論に堕し終ってしまった。」(46-47)

「他のことにしてひとしきかぎり、国民分配分の増加が経済的厚生を増すというのが、要用を増すという意ならば、われわれはただちにこれを肯定するに躊躇せざるものである。それはこのたびの大戦中、またはその間もなき後のわが邦の現状が有力に証明するところのごとくである。これに反して国民分配分の増大は、国民の得る満足の総量を――他のことをひとしとするはもちろんとして――すなわち国民の得る総利用を増大すとの意ならば、われわれはこれに対して、ただちに肯定も否定もなし能わざるものである。」(48)
「賃銀競争としての労働争議は、その形式においては一つの価格闘争である。すなわち以上説明した掛け引きのうえにおける争いである。したがってそれは労働全収の争いでもなく、またもとより生存闘争でもない。その争議の対象は、労働者の生存そのものでもなければ、生産上におけるその貢献でもない。しかしてまた流通経済内における所得総額について争うものでもない。」(64)
「労働の価格たる賃銀も一つの価格である。しかるに労働なる商品は、現実の商品ではない将来商品である。」(65)

「しかしながら両氏〔マルクスとマーシャル〕とも労働契約が将来給付契約なることにはほとんど論及しておられぬ。したがって価格闘争としての賃銀争議の根本的特質が十分に明らかにせられずにある。このことは経済学の純理のうえにおいての一大欠陥たるに止まらず、実際の労働問題解釈の上にも累を成しておるのである。ことに賃銀制度全廃を高唱する人々、なかんずく近来の流行論たるギルド・ソーシャリズムにおいて、その廃すべしとするところ賃銀制度とは、何を指していうものであるかが判然としておらず、いたずらに一つのlogomachy〔言葉争い〕たるの観を脱しておらぬのである。」(65-66)
「労働者報酬、労働者所得の全体の多きか少なきかは、係争の対象となりえないということが、今日の流通経済生活の根本的特徴である。一週何ほど、一日何ほどと約束した賃銀は、単に一つの割合、一つの基本率たるにすぎない。これに乗算すべき単位数（週数、日数、時間数）は労働者が労働を給付し終りたる後において定められるのである。」(67)
「しかればこの意味においては、賃銀闘争は一つの余剰価値闘争(Mehrwertskampf)である。決してピグー氏の説くがごとき、国民分配分、分け前の闘争ではない。通説経済学の造語をもっていえば、賃銀闘争は単純なる意味における分配闘争(Verteilungskampf)でもなければ、またもとより按分闘争(Zurechnungskampf)でもない。」(83)
Ⅲ
「第一、復興院という尨大な機関が設けられたけれども、そのつかさどるところを聞けば、要するに、都市計画の一事を出てない。経済復興のことに関しては、何の機関、何の施設あることをも聞かないのである。これは、また、実に驚き入ったケチな立案である。
　また社会政策的の復興に関しても、何の新施設、何の新抱負ありとも預かり聞くを得ない。否、かえって復興事業のために、健康保険法の実施を無期延引すと伝えられるにいたっては、その肝玉のチッポケなること実に呆れ返らざるを得ない。」(100)

「私はバラック踏査以前に執筆したある論文において、配給米請け取りに半日を潰すを惜しまぬ罹災者、ことに借金してまでも独立してみずからのバラックを建てる人々を、生存権擁護の健気なる実行者と呼んだ。集団バラック収容者の大多数については、私は依然としてかく観察することを変えない。しかしながらそのある部分については、私はこの語を適用することを今日においては、多少躊躇せざるを得ぬものである。
　彼らは生きんとする人々には相違ない。問題は「いかに」の点にある。独力独行生きんとする人々としては、彼らは漸次落伍しつつある。この現象を一概に「依頼心が強い」と評し去ることは、ことの真相を窺いつくさないものである。私をして率直にいわしむれば、彼らのある者は極窮〔被保護〕権の実行候補者たる考え方を、段々培養せられつつあるものではないかと思わなければならぬ。
　はたして然りとすれば、今日の文明生活の一員としての資性のうえにおいて、大なる逆行の事実が横たわるものでなければならぬ。今日の文明制度の基調の上に、妥当なる生存権主張を建てていこうとする人々は、我らがもっとも深い感謝の念を禁ずる能わざる人々であるとともに、この基調を外にしてまでも、否、外にすることによって、生きていこうとする人々は、この文明生活のためにはなはだ憂うべきまた恐るべき人々である。
　私が生存肯定力の薄弱化と呼ぶのは、単なる物理的存在の否定の謂ではない。今日の文明生活の基調のうえに生きていくことの否定の謂である。しかして私は、これを無形の財物の破壊の最大項目に数えなければならぬものであると信ずるものである。この意味における無形財物の破壊は、復興の前途をいちじるしく悲観的たらしむること、あたかも欧州大戦後、ことに現在ドイツのありさまにはなはだ接近するものと思うのである。」(112-113)

「今日の価格経済は、決して消費を目的とする生産を営むものではない。より多くの価格、より多くの利潤を標的として生産を営んでおるものである。マルクスはここに今日の資本主義経済の内在的矛盾ありといい、河上博士はもっとも忠実にその説をあらゆる機会に説教せられる。私はかくのごとき内在的矛盾の存在を否定する。資本主義経済が外的作用によりて破られざるかぎり、営利本位にして、ひたすらにより多くの価格獲得を標的とする今日の経済生活は進展していくものと信ずる。
　矛盾は資本主義に内在せずして外在する。換言すれば、資本主義経済によって生きつつあるわれわれ人間の全生活のうちにその矛盾は存在する。われわれの人間としての要求（ある学者のいわゆる「文化価値」）は、価格経済そのものの矛盾をいよいよ痛感していく。厚生経済の主張と要求とは、この痛感から産まれ出たものである。」(115)

「このたびの火災によって、相続による所得の不平等が、いちじるしく除却されたことを、われわれははなはだ歓迎せざるを得ぬものである。」(122)
「不労所得の――少なくとも――一時的停止もこれに劣らず歓迎せらるべきことである。災前二千円も値した土地が、百円、二百円に下落したと伝えられることが、もしも実際の事実でありとしたならば、それは、不労所得の思い切った減殺であって、それだけ厚生的意義をもつものといわなければならないのである。」(123)

Ⅳ
「費用原則と利用原則の対立」

「費用原則を固守するかぎり、共産原則はその実現性を失う。資本主義社会の本体を暴露するためには、費用原則はもっともよく役立つ。しかしそれとともに、唯物弁証法によらざるかぎり共産原則の展開は、絶望的とならざるを得ない。その反対に、アリストテレスの価値論、したがってすくなくとも『ニコマホース倫理』に現われたその経済観は、共産原則の展開と相容るるものである。そのいわゆる流通の正義とは、これを言い換えて、共産原則の正義とみなすことができよう。」(133)
『ニコマホース倫理』「第五章」

「比例的報酬の原則は費用原則ではない。いわゆる交換原則でもない。それは、共産原則のもっとも早い、しかもある意味においては、はなはだ徹底している言い現わしでなくて、何であろうか。」(135-136)

「共産原則」「各人からはその能力に応じて、各人へはその需要（欲望）に応じて」
「過渡期」「給付原則（報復原則）」「各人はその給付に応じて」

「「余剰価値闘争」は、もとより資本主義社会にあっては、まず第一に、利潤所得者と雇用労賃所得者とのあいだに行なわれる。これは、誰人の眼にも明らかなるところである。しかしながら、厚生経済学の立場からみれば、社会的に必要なる所得と、社会的に必要ならざる所得――前者を「値する所得」、後者を「値せざる所得」と名づけよう――とのあいだにおける闘争こそ、真の厚生的意義をもつものであって、雇主と雇用労働者との階級闘争は、それが、この意味の真の厚生闘争であるがゆえに、重大なる厚生的意義をもつものとなるのである。
　国家、自治体、その他の公私の団体の強制的ならびに任意的徴発は、所得の正しい分配を、あるいは助長し、あるいは阻碍する。また、国家、自治体の公企業も、同様の作用を有する。租税公課をもって、単に国家、自治体の消費のための徴発とみるは、専制国家時代についても、まったく誤った観察である。少しでも社会政策的に目ざめた国家、自治体については、その冒瀆はさらにはなはだしい。私は自治団体の公企業については、久しい以前から、この説を持して、いわゆる営造物手数料論に対抗しつつあった。さいわいに関一博士は、当時において私の論に非とせられたところを、近ごろにいたって、ひるがえされた。」(163)
「発展なき社会には、真の分配の問題はない。適当の意味における所得はない。そこには、単なる価格均衡経済が存するのみである。単なる費用原則が支配するのみである。そこでは、「すべてのものみなその値を受く」るに止まる。「そこでは、各人へは、その給付に応じて」なる報復原則が行なわれるに止まる。そこでは、「与うるもの」＝「受くるもの」という均衡が存するのみである。現代の資本主義社会における経済的均衡とは、それではない。それは単なる「ギブ・アンド・テーク」ではない。「テーク・モア・アンド・ギブ・モア」である。アリストテレスのいわゆる「幾何比例的均等」である。私は、それを共産原則の一場面とみる。」(165)

「「資本主義社会における共産原則の展開」これが私の暫定的結論である。
「各人よりは、その能力に応じて」、しかして「各人へは、その需要に応じて」という原則は、余剰の生産・交換・分配のいっさいを通じて、一つの赤き糸のごとくに、現代の資本主義社会の機構のなかに、織りこまれている。価格経済理論のなかには、これは現われない。ひとり所得経済理論のなかにのみ現われる。費用原則と利用原則の葛藤のなかには、それは見ることはできない。余剰原則の所在に目ざめ、端的に余剰の流れそのものを見るとき、そこにかすかとはいえど――見る人によってはいちじるしく――その姿を現わしている。……
　もとより、現実の経済社会は資本主義社会であって、共産社会ではない。「各人へは、その需要に応じて」とは、もとより、「資本主義的有効需要に応じて」の意においてのみ、その姿を示すにすぎない。しかしながら、共産社会においてといえども、その「需要」とは、単なる「直接生活資料」「享楽の対象」のそれではなかるべきはずである。共産社会が必要なりとする需要――「これを共産的有効需要」と名づけてさしつかえあるまい――のことである。」(166)

Ⅴ

「労働権、労働全収権、生存権という三大主張は、かつては、学究者のブレーン・ウォー
ク〔頭の仕事〕に過ぎなかった。今日は左様ではない。世界を支配する三つの大きな原則のスローガンとなっている。」(171)
「労働全収権の主張は、給付原則の徹底化にほかならぬ。したがってそれはまた交換原則により、労働原則のうえに立つものである。「各人よりはその能力に応じて、各人へはその給付に応じて」なる要求を、遺憾なく貫徹せしめんとするものである。その反対に、生存権の主張は、「各人へは、その所要――需要、欲望――に応じて」なる共産原則を、端的に実現せんとするものである。

　以上の二者に対照するとき、労働権の主張は、原則として、はなはだ不鮮明なるをまぬかれない。それは、ある場合には、労働全収権主張の一過程たることもあり、また、他の場合には、生存権主張の一手段たることもある。それは、社会基礎権の要求と個人自由主義との混血児とみらるべきものである。語を強くしてこれをいえば、それは、社会主義と自由主義、共産主義と資本主義とのあいだに生まれた一私生児である。」(173)
「国家による労働権の確保は、実に事業において、社会に課するにこの寄生虫的資本主義企業の支持をもってするものである。これ実に、重大なる変革である。単なる失業救済云々の技術的問題ではない。かくして、国家の存立と資本主義的企業の家族とは、切っても切りえざる腐れ縁を結ぶこととなる。」(193-194)
「それとともに、私はこの混沌場裡に、なお一条の赤き糸のごとく、正しき原則の漸次に擡頭しつつあることを認めざるを得ない。そして、私は、これをもって「資本主義社会における共産原則展開」の、さらに一つの例と見ざるを得ぬものである。」(196)

「雇用労働に対する需要は、労働に対する需要ではない。被搾取者に対する需要である。」(206)

「資本主義社会における共産原則の展開」の一例
「英国の職業紹介機関」「失業保険制度」

「ファミリー・アラウアンス〔家族手当〕」(215)
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